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１．はじめに 

１-１ 経営戦略改定の背景 

公営企業については、今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や施設の老朽

化に伴う更新需要の増大など、経営環境が厳しさを増しています。下水道は住民の生活に

不可欠な役割を担っていることから、国は、将来にわたって持続可能な事業運営を行うた

めに、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策定を求めています。 

本市では、令和２年度に「府中市下水道マスタープラン 2020」を策定し、長期的な視

点による安定的かつ有効的な整備方針及び経営方針を設定しました。この「府中市下水道

マスタープラン 2020」の方針・施策に基づき、同年に経営基盤強化と財政マネジメント

の向上を図るため、「府中市下水道事業経営戦略（以下「本経営戦略」という。）」を策

定しました。 

本経営戦略は策定から５年が経過しており、その間、新型コロナウイルス感染症の拡大

や急激な物価高騰等、経営環境が大きく変化しました。このように変化する社会情勢に柔

軟に対応し、安定した事業運営を継続するため、経営戦略の改定を行うものとしました。 

 

１-２ 経営戦略の位置づけ 

本経営戦略は、令和２年度に策定した「府中市下水道マスタープラン２０２０」にて位

置づけた施策を実現すべく、経営基盤強化及び財政マネジメントを目的に策定されたもの

であり、中長期的な観点も考慮した「投資・財政計画」のほか、組織面や官民連携、広域

化・共同化について位置づけた計画となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-1 経営戦略の位置づけ   
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１-３ 計画期間 

経営戦略の計画期間は事業の特性、施設の老朽化状況、経営状況などを踏まえて 10 年

以上の合理的な期間を設定するものとされており、将来推計は 30～50 年の中長期的な推

計を行うことが推奨されています。 

一方で、経営戦略の目標は現実的で達成可能な目標を設定することが望ましいとされて

います。長期的な計画は社会情勢の変化等を反映することが難しく、計画の妥当性・実現

性が低下するリスクがあるため、本経営戦略では、既計画と同様に 10 年間を計画期間と

して設定します。 

 

   

【経営戦略計画期間】 

令和８年度～令和 17 年度（10 年間） 



3 

 

２．事業概要と現状分析 

２-１ 府中市下水道事業の概要 

２-１-１  施設の状況 

本市の下水道事業は昭和３９年に事業認可を受け、整備を開始しました。 

昭和５０年代には管渠整備が最盛期を迎え、昭和５９年度には普及率１００％を達成す

るなど、早期に下水道事業を推進しており、令和６年度時点では、総延長７６７ｋｍの管

路施設と１箇所のポンプ場（押立ポンプ場）を本市が管理しています。 

本市の下水道は、北多摩一号処理区と野川処理区の２つの処理区に分けられ、北多摩一

号処理区では北多摩一号水再生センター、野川処理区では森ケ崎水再生センターという流

域下水道施設（東京都が管理）で下水を処理しています。 

 

図 ２-１ 本市下水道処理区の概要 

 

本市の管路施設は、大部分が汚水と雨水を一本の管路で排除する合流式下水道で整備さ

れています。（汚水と雨水を別々の管路で排除する方法を分流式下水道といいます。） 

合流式下水道は１本の管路を整備すればよいため、早期かつ安価に整備が可能ですが、雨

天時には汚水が混合した雨水が河川などの公共用水域に放流されるため、衛生等の観点か

らは問題があるものとされ、近年は合流式下水道による新規整備は認められていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-２ 合流区域と分流区域 

合流区域 

分流区域 
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本市では、下水道事業の着実な整備により令和６年度末時点における管渠延長は、汚水

管渠：１１２ｋｍ、雨水管渠：１０９km、合流管渠：５４６ｋｍの整備を実施しており、

処理人口普及率１００％を達成しています。また、令和２年４月より地方公営企業法＊を

適用し、公営企業会計＊を導入することで経営状況の明確化を図りました。 

 

表 ２-1 施設の状況 

   
備考

事業着手年度

供用開始年度

処理区

処理場

ポンプ場

排水区

人口・面積

行政人口 260,758 (人)

全体計画人口 251,700 (人)

処理区域内人口 260,758 (人)

水洗化人口 260,719 (人)

全体計画面積 2,725 (ha)

現在処理区域面積 2,725 (ha)

処理区域内人口密度 95.7 (人/ha)

処理人口普及率 100.0 (％)

事業費累計 92,296,253 (千円)

管渠費累計 91,959,661 (千円)

ポンプ場費累計 336,592 (千円)

処理場費累計 0 (千円)

その他累計 0 (千円)

管渠延長 767 (km)

汚水管渠 112 (km)

雨水管渠 109 (km) 都市下水路含む

合流管渠 546 (km)

地方公営企業法の適用 財務規程等一部適用

【出典】決算統計（令和６年度）

1

なし

令和2年4月より適用

項目 公共下水道事業

昭和39年度（1964年）

昭和48年度（1973年）

北多摩一号処理区
野川処理区

北多摩一号水再生センター
森ケ崎水再生センター
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令和６年度時点では、本市の下水道事業は７６７ｋｍの管渠を管理していますが、整備

からの経過年数が法定耐用年数である５０年を超過した管渠の延長は１７２ｋｍと、市が

管理する管渠の２２％を占めています。 

法定耐用年数を超過した管渠の延長は今後増加する見通しであり、下水道としての機能

を維持するために更新などの老朽化対策を推進することが求められます。 

 

表 ２-2 管渠施設・整備からの経過年数 

 

 

 

 

図 ２-３ 管渠施設・整備からの経過年数 

分流式汚水 分流式雨水 合流式 合計 割合

（Km） （Km） （Km） （Km） （％）

10年以下 2 2 8 12 2%

11年～20年以下 4 3 21 28 4%

21年～30年以下 12 11 37 60 8%

31年～40年以下 39 12 64 115 15%

41年～50年以下 42 65 273 380 49%

50年超 13 16 143 172 22%

総延長 112 109 546 767 100%

管路種別

10年以下, 12 km, 

2%

11年～20年以下, 28 km, 4%

21年～30年以下, 

60 km, 8%

31年～40年以下, 

115 km, 15%

41年～50年以下, 

380 km, 49%

50年超, 172 km, 

22%
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２-１-２  普及の状況 

（1）  人口 

本市では、市内の下水道整備は完了しており、行政人口と処理区域内人口は概ね同値と

なっています。水洗化人口についても処理区域人口と概ね同値であり、令和６年度末では

約２６万人となっています。 

 

 

図 ２-４ 人口の動向 

 

（2）  水量 

有収水量＊と処理水量は緩やかに減少傾向にあり、令和６年度末の有収水量は約２８１

万㎥となっています。また、汚水処理水量に対する有収水量の割合を示す有収率は１０２％

であり、効率的な汚水処理を行っています。 

 

 

図 ２-５ 水量の動向 
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２-１-３  組織の状況 

本市の下水道事業は、「都市整備部下水道課」が運営しており、「業務係」、「工務課」、

「排水設備担当」の２係１担当となっています。 

下水道事業に従事する職員数は令和７年１０月現在で１６名となっており、横ばい傾向

にあります。 

 

 

図 ２-６ 職員数の動向   
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２-２  現状の分析 

２-２-１  収益的収支 

収益的収入＊は毎年約４９億円、収益的支出＊は約４５億円であり、毎年４億円程度の純

利益が発生しています。収益的収入の構成比は下水道使用料は約３９％、雨水処理負担金

が約２１％、長期前受金戻入＊が約４０％を占めています。収益的支出は維持管理費が約

２０％、流域下水道維持管理負担金＊が約２８％、減価償却費＊が約 49％を占めており、

支出の半分を資本費＊が占めています。 

 

 

 

 

 

 

※円グラフは令和６年度値 

図 ２-７ 収益的収支の動向 
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２-２-２  資本的収支 

資本的収入＊は約４億円から１０億円、資本的支出＊は約８億円から１５億円で推移して

います。資本的収支は年度によって実施する工事に変動があるため、年度によってバラツ

キが生じています。資本的収入の構成比は企業債＊が約６３％と大きな割合を占めていま

す。資本的支出は建設改良費＊及び流域下水道建設負担金＊で約５９％を占めています。ま

た、本市では将来の改築事業費に備えて基金造成費＊を積み立てています。 

 

 

 

 

 

※円グラフは令和６年度値 

図 ２-８ 資本的収支の動向 
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２-２-３  建設改良費の状況 

建設事業は、実施する事業内容の違いにより、年度によって変動がありますが、令和６

年度末では総額で約９億円となっています。建設改良費は老朽化対策や地震対策工事、流

域下水道建設負担金が主な支出になります。 

 

 

図 ２-９ 建設改良費の動向 

 

２-２-４  維持管理費の状況 

本市の維持管理費は概ね横ばいで推移し、令和６年度末では約２２億円となっています。

内訳としては、全体の約５７％にあたる約１３億円を流域下水道維持管理負担金が占めて

います。 

 

 

図 ２-１０ 維持管理費の動向 
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２-２-５  企業債償還金の状況 

企業債は償還額が減少しているものの借入額は変動していることもあり、企業債残高＊

の近年の動向としては横ばいもしくは増加傾向がみられ、令和６年度末では約５２億円と

なっています。 

 

 

図 ２-１１ 企業債の動向 

 

２-２-６  下水道使用料の状況 

本市の使用料体系は、平成１７年７月１日に改定されたものであり、それ以降２０年程

度改定されていません。 

本市の使用料体系は、基本使用料と従量使用料が併用される二部使用料制を採用してお

り、基本使用料には１か月当たり１０㎥の基本水量が設定されています。 

また、従量使用料には使用する水量が多くなるほど単価が高くなる『累進制』が設定さ

れています。 

 

表 ２-3 府中市 下水道使用料体系 

区分 
使用料 

（税抜） 

基本使用料 10 立方メートルまで 266 円 

従量使用料 

（１立方メート

ルにつき） 

11 立方メートルから 20 立方メートルまで 5６円 

21 立方メートルから 50 立方メートルまで 76 円 

51 立方メートルから 100 立方メートルまで 95 円 

101 立方メートルから 200 立方メートルまで 116 円 

201 立方メートルから 500 立方メートルまで 141 円 

501 立方メートルから 1,000 立方メートルまで 166 円 

1,001 立方メートル以上 192 円 

浴場汚水 １０立方メートル以下の分 ７０円 

１０立方メートルを超える分 ７円 

207 184 269 286 85 263 507 180 516 723 
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本市の下水道使用料は、令和４年度まで減少していましたが、その後増加に転じ、令和

６年度では約１９億円となっています。また、使用料単価は令和６年度末で 66 円/㎥と全

国的にも安価な水準です。 

 

 

 

図 ２-１２ 使用料収入 

 

 

２-２-７  一般会計繰入金 

本市の一般会計繰入金＊については財政部局と各年度予算編成時に協議を行い、一般会

計繰入金の金額を決定しています。 

毎年度１３億円から１４億円で推移しており、令和６年度末では１４億円となっていま

す。 

また、繰入額の大部分は基準内繰入金＊が占めています。 

 

 

図 ２-１３ 一般会計繰入金 
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２-２-８  経費回収率 

汚水処理費＊がどの程度使用料収入で賄われているかを示すのが経費回収率であり、  

１００％を上回ることが目標となります。 

経費回収率は、近年１００％を上回っており、令和６年度末には１０９．５％となって

います。 

 

図 ２-１４ 経費回収率 

２-２-９  下水道施設改築基金 

本市では、平成１７年度より将来の改築等建設改良に充当するための財源として、府中

市基金条例に基づく「府中市下水道施設改築基金（以下「基金」という）」を積み立てて

います。 

また、令和２年度から公営企業会計を採用したことで当年度に発生した利益を「建設改

良積立金（以下「積立金」という）」として積み立てることが可能となりました。 

令和６年度時点では、両方を合わせた残高は約１０７億円となっています。 

 

図 ２-１５ 基金造成費・積立金   
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２-２-１０  経営指標による分析 

（1）  経営指標の概要 

本市の経営状況を把握するために経営指標による分析を行います。分析は各指標におい

て同規模自治体＊平均や全国平均と比較を行い、本市の動向・水準を確認・評価します。 

なお、ここでいう同規模都市とは、処理区域内人口や有収水量密度、供用開始年度等に

よって区分された自治体のうち同一の区分に属している自治体のことであり、都内自治体

では立川市、昭島市、町田市、小平市、日野市、東村山市、東久留米市が該当します。 

分析する指標は次のとおりです。 

 

【経営指標】 

（１）経営の健全性・効率性 

（ア）経常収支比率 

（イ）累積欠損金比率 

（ウ）流動比率 

（エ）企業債残高対事業規模比率 

（オ）汚水処理原価 

（カ）経費回収率 

（キ）水洗化率 

（２）老朽化の状況 

（ア）有形固定資産減価償却率 

（イ）管渠老朽化率 

（ウ）管渠改善率 
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（2）  指標の分析 

１）経営の健全性・効率性 

経営の健全性・効率性に関する指標について同規模自治体平均及び全国平均との比較結

果を次に示します。 

 

（ア）  経常収支比率 

 
 

（イ）  累積欠損金比率 

 
 

（ウ）流動比率 

 

   

業務指標 計算式

評価基準

当該年度において、料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理
費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標

評価

100％を超えており、収入により費用を賄えている状況にあります。

令和５年度の経常収支比率は110.6％と同規模都市平均、全国平均と比較して高い水準にあります。

経常収支比率

100％以上は黒字

説明
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経
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率

（％）
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経常収益

経常費用

業務指標 計算式

評価基準

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの

繰越利益剰余金等でも補塡することができず、複数年度にわたって累積した
欠損金のこと）の状況を表す指標

評価

欠損金は発生していないため、累積欠損金比率は０％で推移しています。

累積欠損金比率

0％が望ましい

説明

当年度未処理欠損金

営業収益—受託工事収益

0.0 0.0 0.0 0.0 

3.6 
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業務指標 計算式

評価基準

流動比率

100％以上が望ましい

説明

短期的な債務に対する支払能力を表す指標

令和５年度において１００％を超えており、短期的な債務に対する支払い能力は高い状況にあります。

令和５年度では流動比率は２３７．８％と同規模都市平均や全国平均と比べ高い水準にあります。

評価

流動資産

流動負債
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（エ）企業債残高対事業規模比率 

 

（オ）汚水処理原価 

 
（カ）経費回収率 

 

（キ）水洗化率 

 

業務指標 計算式

評価基準

評価

同規模都市平均及び全国平均に比べ、低い水準にあることから事業規模に対する債務が少ない状況にあります。

低い方が望ましい

説明

企業債残高対事業規模比率

料金収入に対する企業債残高の割合であり、事業規模に対する企業債残高の
規模を表す指標

企業債現在高合計—一般会計負担額

営業収益—受託工事収益—

雨水処理負担金

99.9 106.7 103.4 104.9 89.5 
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（％） 府中市 同規模都市平均 全国平均

業務指標 計算式

評価基準

有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持

管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標

評価

令和５年度の汚水処理原価は61.7円/㎥と同規模都市平均及び全国平均と比べて低い水準にあり、

効率的な汚水処理を実施できています。

低い方が効果的

説明

汚水処理原価 汚水処理費（公費負担分を除く）

年間有収水量

63.1 59.4 59.1 61.7 60.5 

114.0 111.2 111.8 112.8 

134.5 135.0 138.3 138.8 

0

100

200

R2 R3 R4 R5 R6

汚
水
処
理
原
価

（円/㎥） 府中市 同規模都市平均 全国平均

業務指標 計算式

評価基準

経費回収率は100％を超えており、経費を下水道使用料で回収できています。

同規模都市平均及び全国平均と比較しても高い水準にあります。

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標で

あり、使用料水準等を評価することが可能

評価

100％以上が望ましい

説明

経費回収率 下水道使用料

汚水処理費（公費負担分を除く）
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業務指標 計算式

評価基準

水洗化率は100％であり、供用区域内のすべての利用者から下水道使用料を徴収できています。

100％が望ましい

評価

説明

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人
口の割合を表した指標

水洗化率
現在水洗便所設置済人口

現在処理区域内人口

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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２）老朽化の状況 

施設の老朽化に関する指標について同規模自治体平均及び全国平均との比較結果を次

に示します。 

 

（ア）  有形固定資産減価償却率 

 
（イ）  管渠老朽化率 

 

（ウ）  管渠改善率 

 

 

 

業務指標 計算式

評価基準

評価

本市は令和２年度より公営企業会計へ移行したため、令和２年度時点では有形固定資産減価償却率は同規模都市平均及び全国平均に比べ低

い水準にあるが、近年では増加傾向にあるため、有形固定資産の老朽化が進行していることが分かります。

有形固定資産減価償却率

数値が高い場合は改築等の必要性
を推測することができる

説明

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す

指標で、資産の老朽化度合を示す

有形固定資産減価償却累計額
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償却対象資産の帳簿価格
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業務指標 計算式

評価基準

説明

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老朽化度合を

示す

評価

管渠老朽化率は同規模都市平均及び全国平均と比べて低い水準にあるものの、増加傾向にあります。

今後も法定耐用年数を経過した管渠が増加することが予想されるため、効率的な修繕・改築が必要となります。

管渠老朽化率

数値が高いと老朽化管渠が多い

法定耐用年数を経過した管渠延長

下水道布設延長
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業務指標 計算式

評価基準

説明

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状
況を把握可能

評価

ストックマネジメント計画
＊

に基づき計画的な改築を実施していますが、管渠改善率は低い水準にあります。

管渠改善率

2％以下の場合は、すべての管渠
の更新に50年かかる更新ペース

改善（更新・改良・維持）管渠延長
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３．今後の課題 

これまでの検討内容から、本市下水道事業の経営課題として次の事項が挙げられます。 

 

●人口・水量の減少への対応 

本市の人口は現在、横ばいもしくは増加傾向にあります。「府中市第７次総合計画」の

人口予測によれば、令和１２年度までは人口が増加する見通しですが、その後は減少傾向

に転じると予測されています。 

下水道使用料の対象となる有収水量は人口に比例するため、将来的には使用料収入の減

少が見込まれます。このため、収入の減少に対応するための対策や、収入増加に向けた取

り組みが重要な課題となっています。 

 

図 ３-１ 行政人口の見通し 

 

●下水道の機能維持の必要性 

本市の下水道事業は、昭和３９年に建設事業を開始して以来、５０年以上が経過してい

ます。下水道管路施設の法定耐用年数は５０年とされているため、今後は老朽化した施設

が増加することが予測されます。 

また、下水道施設は市民の生活に欠かせない重要なインフラであり、地震や大規模降雨

による浸水被害などの災害が発生した場合でも、その機能を確保することが求められます。

そのため、老朽化対策や災害に強い施設の構築など、持続可能な下水道施設を維持するた

めの取り組みを進めていくことが必要です。   
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●維持管理等のコスト増への対応 

近年の物価および労務単価などの急激な上昇により、本市における管渠費やポンプ場費

などの維持管理費が増加しています。また、今後は流域下水道維持管理負担金の増加も見

込まれています。流域下水道は、これまで維持管理コストの削減やこれまでの利益剰余金

を活用するなど企業努力により維持管理負担金単価の見直しを先送りしていましたが、近

年では経営状況は赤字基調となっています。このような状況を鑑み、流域下水道では安定

した事業運営に向け、物価上昇に対応するため維持管理負担金単価の見直しを検討してい

ます。維持管理負担金単価の改定により本市下水道事業では、更なる費用増加が懸念され

ています。 

こうした状況の中で、下水道事業の健全な経営を維持していくためには、増加するコス

トへの対策が求められます。効率的な維持管理の推進や費用削減の取り組み、収入増加策

の検討など、持続可能な経営基盤を確立するための具体的な対応が必要です。 

 

●執行体制の確保 

全国の下水道事業は、近年の人口減少に伴い職員数が減少傾向にある一方で、老朽化対

策や災害対策、下水汚泥の有効活用、脱炭素など、実施すべき施策が多く存在しています。 

本市の下水道事業においても同様の傾向が見られ、建設事業のピークである昭和５０年

代では約５０名の職員が在籍していましたが、建設から維持管理の時代への移行に伴い、

職員は減少し令和７年１０月現在の職員数は１６名となっています。 

一方で、老朽化施設への対応や災害対策など、市民の生活を支えるために実施すべき施

策は多岐にわたっており、今後もこれらの課題に対応しながら事業を継続していく必要が

あります。そのため、限られた人員の中で効率的かつ効果的に事業を推進するための執行

体制の強化が求められます。職員のスキル向上や DX の推進による業務の効率化、官民連

携など、持続可能な運営体制の構築が重要な課題となっています。 
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４．経営の基本方針 

４-１ 府中市下水道の基本理念 

本市では、令和 2 年４月に策定した下水道マスタープランにおいて、施設の老朽化や

地震・浸水などが頻発し、災害や環境に対するリスクが高まっていることを踏まえて、市

民の重要な財産である下水道をこれからも持続して運営していくために、本市下水道が目

指すものとして、次のことを挙げています。 

 

・安全で安心なまちづくりを進めること 

・災害に強いまちづくりを進めること 

・自然環境に配慮すること 

・市民との協働を進めること 

・これからも 50 年、100 年と安心して下水道を使い続けられること 

 

これらを勘案し、本市下水道が目指す姿としての基本理念を掲げています。 

 

４-２ 基本方針と具体的な施策 

本市の下水道は、基本理念を踏まえ、｢Ⅰ 安全で安心なまちづくりに向けて｣、｢Ⅱ 

良好な環境づくりに向けて｣、｢Ⅲ 未来へつなぐ下水道経営に向けて｣の３つの基本方針

を掲げます。 

 

【府中市下水道の基本理念】 

“暮らしと歩む 下水道 これまでも これからも” 

府中市の下水道は、まちづくりと連携し、安全･安心で、快適な

まちを未来につないでいきます。 

府中市下水道の基本方針 

Ⅰ 安全で安心なまちづくりに向けて 

１ 老朽化施設の改築更新 

２ 震災時にも機能を維持できるための地震対策 

３ 雨水排水機能の維持管理 

Ⅱ 良好な環境づくりに向けて 

１ 合流式下水道の改善 

２ 広域的な視点による汚水処理 

Ⅲ 未来へつなぐ下水道経営に向けて 

１ 下水道の財政見通しと経営基盤強化 

２ 未来に向けた下水道の適正管理 

３ 市民との協働 
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Ⅰ 安全で安心なまちづくりに向けて 

（１）老朽化施設の改築更新 

●主な施策 

１）ストックマネジメントの実施 

事故発生危険度（老朽度や管種など）と事故影響度（軌道下・緊急輸送路など）を考

慮し対策優先度の高い地区、重要な幹線等から順次、管路の詳細調査を実施し、その状態

に応じた計画的維持管理・改築を実施します。 

点検・調査を実施する際には、新技術を積極的に導入することにより、業務の効率化

を図るとともに、点検・調査で得られた下水道施設の劣化状況、修繕内容等の情報はデー

タベース化し、今後の点検・調査計画、修繕・改築計画に反映させる維持管理情報を起点

としたマネジメントサイクルを確立します。 

また、点検・調査結果から、修繕・改築の必要性や優先順位等の基本方針、改築方

法・時期・費用等の実施計画を取りまとめた府中市公共下水道ストックマネジメント計画

に基づき、管路施設や押立ポンプ場の修繕・改築を実施することで、施設全体のライフサ

イクルコスト＊の低減や事業量・事業費の平準化を図ります。 

なお、埼玉県八潮市の道路陥没を受けた「全国特別重点調査」の結果等を踏まえなが

ら、国から新たな管路マネジメントの方針が示されることを想定し、ストックマネジメン

ト計画とも整合性を図りつつ、下水道幹線等に着目した新たな更新計画の策定を検討しま

す。 

 

（２）震災時にも機能を維持できるための地震対策 

●主な施策 

１）下水道耐震化計画の策定 

本市では、下水道施設の被災危険度と被災した場合の影響度を考慮し、施設の対策優

先度を設定し、『防災（施設の耐震化）』、『減災（被害の最小化）』『被災後の業務継

続性確保（BCP）』の 3 つの視点で策定した「下水道総合地震対策計画」について策定

しています。「下水道総合地震対策計画」は平成２３年度に第Ⅰ期計画を策定し、平成 

２８年度に第Ⅱ期計画、令和 2 年度に第Ⅲ期計画を策定しました。 

なお、令和 7 年度末には、第Ⅳ期計画が策定されます。 

 

２）下水道施設の耐震化（重要施設） 

令和６年に発生した能登半島地震では、浄水場や下水処理場及びそれらに直結した管

渠等が被災することにより、被害が広範囲に及ぶとともに長期化しました。災害に強く持

続可能な下水道システムを構築するため、急所施設や避難所等に接続する下水道管路等に

ついて、優先的に対策を実施します。 

 

３）改築事業と連携した耐震事業の実施 

改築時には、耐震性能を有する更生工法の採用やマンホール浮上防止対策の実施な

ど、地震対策と併せた効率的な改築を実施します。 
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４）危機管理体制の充実･強化 

被災時の被害の最小化、最低限の処理機能の確保と応急復旧を図るため、市内の事業

者団体や広域的な関係団体との間で、「災害時維持修繕協定」を締結して、危機管理体制

を整えています。また、「府中市下水道 BCP」を適宜見直し、災害時における下水道業

務の継続性を確保するよう努めます。 

 

（３）雨水排水機能の維持管理 

●主な施策 

１）都市下水路の修繕・改築事業 

都市下水路の劣化状況を的確に把握したうえで、計画的に修繕・改築を実施するとと

もに、各都市下水路の吐き口（樋門・樋管）の修繕・改築を実施します。 

また、雨天時の流水状況を適宜把握することで、雨水排除機能を確保します。 

 

２）土砂などの汚泥深調査 

都市下水路や下水道管渠は、雨水に混じり土砂等が流入します。流入した土砂は、内

部に堆積し流下機能を阻害します。そのため、定期的に都市下水路や下水道管渠の内部を

調査し、土砂堆積等がある箇所については清掃する等の適切な維持管理を行うことで、雨

水の排除機能を維持します。 

 

３）浸透施設の設置 

都市下水路や下水道管渠に流入する雨水の量を減らすことで、浸水対策に寄与するた

めに、市民や開発事業者等※と連携を図りながら、浸透施設の設置を推進していきます。 

※都市計画法第 29 条に基づく開発行為及び府中市地域まちづくり条例に該当する開発

事業者等が対象。 

 

４）内水浸水想定区域図の作成 

気候変動の影響による局地的な短時間降雨や台風などの大雨により、浸水の危険性

がある地域を整理した内水浸水想定区域図を作成し、公表します。 

 

Ⅱ 良好な環境づくりに向けて 

（１）合流式下水道の改善 

●主な施策 

１）貯留施設の維持管理  

野川処理区において雨天時に未処理で公共用水域に放流される汚濁負荷量を減らす

ため、下水の一部を一時的にためておき、晴天時に処理場へ送水するための貯留施設

について適切な維持管理を実施します。 

 

２）浸透施設の維持管理 

下水道管渠に流入する雨水の量を減らすために、合流式下水道緊急改善計画に基づ

き設置した浸透施設について適切に維持管理を実施するとともに、引き続き浸透施設
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の設置について、市民や開発事業者等に協力をお願いしていきます。 

 

３）モニタリングの実施 

これまでに行ってきた合流改善対策や今後実施する対策による効果を把握するため、

雨水吐で水質調査を実施します。 

 

（２）広域的な視点による汚水処理 

●主な施策 

１）下水道関連計画の見直し 

都が策定する「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」が変更され、調布基地

跡地に整備予定であった野川水再生センターが計画上廃止となり、同水再生センター

へ流入予定であった、本市内で発生する汚水の処理先が変更となりました。 

汚水が流入する処理区の変更に伴い、汚水処理に関する基本方針を定めた全体計画

をはじめとする、各種計画の見直しに着手します。 

 

２）汚水の処理先変更に伴う施設整備 

野川水再センターの廃止による汚水の処理先の変更に伴い、都は幹線管渠とポンプ

場の建設を予定しており、本市も負担金として、新たな負担が生じることが見込まれ

ます。 

 

Ⅲ 未来へつなぐ下水道経営に向けて 

（１）経営基盤強化 

●主な施策 

１）コスト縮減への取組  

管渠老朽化対策や地震対策等の建設事業は、緊急性や重要度、劣化状況及びライフ

サイクルコスト等を考慮し、計画的に実施することにより、事業量や事業費の抑制に

努めるとともに、新技術を積極的に取り入れ、より効率的・効果的な建設・改築方式

の採用に努めます。 

維持管理については、過去の調査や補修履歴等のデータを活用した予防保全的維持

管理により効率化を図り、維持管理費の増大を予防していきます。 

取付管＊の補修工事では道路事業と共同で実施することで、工事の効率化を図り、コ

スト縮減や工期短縮を図ります。 

また、雨水浸透施設の設置促進により、公共用水域への未処理下水の流出や水再生

センターで処理される下水の量を削減することが可能となり、維持管理費の削減に繋

がることが期待されます。 

 

２）収入確保への取組  

今後は人口減少と節水型社会の進行等に伴い、使用料収入は減少する見通しであ

り、その結果、将来的に資金不足が生じる予想となっています。 

下水道事業を運営していくための資金を確保するために、国や都からの補助金を最
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大限活用する方針としたうえで、汚水私費・雨水公費の原則のもと、適正な費用負担

を求めていく観点から、定期的に下水道使用料の在り方を検証し、その検証結果に基

づき、必要に応じて、下水道使用料の改定を行う方針です。 

そのほか、下水道事業が管理する基金や内部留保資金＊等については、適正に管理・

運用し、利息収入等を確保する等の取り組みを行います。 

マンションやビルなどの建設工事に伴う地下からの湧水についても、公共下水道に

排出する際に使用料収入を徴収し、収入を確保します。 

また、下水道使用料などの徴収漏れが生じないよう、委託先との連携を図ります。 

 

３）資産の有効活用・整理  

下水道資産は、下水道管渠約 76７ｋｍ、公共下水道用地約 1 万 9000 ㎡を有して

います。既に、下水道管渠内などに通信線の占用を認めており、占用料を徴収してい

ますが、今後も積極的に資産を活用することにより財源の確保に努めます。 

また、本市では開発に伴う新設管を布設していますが、劣化が進行し機能していな

い管渠やほとんど使用されていない管渠などは撤去する等、資産を適切に管理し維持

管理費の削減を図っています。 

 

４）官民連携事業の推進 

全国的に職員の減少、老朽化施設の増加、使用料収入の減少が進むことが予測され

るため、「ウォーターPPP」の導入を検討し、事業の効率化を図ります。 
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出典：内閣府資料（PPP/PFI＊推進アクションプラン（令和５年改定版）の概要） 
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５）組織体制の見直し 

今後、老朽化対策等が本格化するのに対応するために、遅滞なき事業の推進が図れ

るように、適正な規模の職員数を確保するとともに、他部署や民間企業とも連携する

ことで、組織運営の効率化を図ります。 

また、技術面においては、事業の全盛期に最前線で活躍していた技術職員が退職

し、豊富な知識や経験を有する職員が少なくなっていく中、安定した下水道事業を発

展していくために必要な人材育成・技術継承に努めます。 

 

６）広域化・共同化・最適化への取組 

平成 27 年 5 月に改正された下水道法では複数の下水道管理者が広域的な連携につ

いて協議する場として協議会制度が創設され、平成 30 年 1 月には、国から各都道府

県に対し、速やかに管内の市町村等と共に検討体制を構築し、「広域化・共同化計

画」を策定するように要請があったところです。 

このような中で、令和４年に「東京都の汚水処理に関する広域化・共同化計画」が

作成され、本市の下水道事業の広域化・共同化に関する取組方針について検討しまし

た。 

本計画に基づき各種システムの共同運用、水質検査の共同実施、情報交換会の開催

等を行い、事業の効率化、執行体制の強化を図ります。 

 

（２）未来に向けた下水道の適正管理 

●主な施策 

１）巡回・点検による予防保全 

適正なサイクルを踏まえた定期的な巡回・点検により、施設の異常や劣化状況を把

握し、道路陥没等の事故や故障による機能不全を未然に防ぎます。 

 

２）緊急修繕への対応 

ラード等による管渠の閉塞や、押立ポンプ場の機器不良による一時的な下水道機能

の停止が発生した場合等、不測の事態が発生した場合に緊急的な修繕を実施すること

で速やかな下水道機能の回復に努めます。 

 

３）維持管理情報の一括管理 

管内点検・調査結果や、事故発生履歴など、管路施設の状態把握や劣化度想定（健

全度判定）に有用な情報を下水道台帳等と一元管理し、維持管理の効率化により改築

事業などへの有効活用を図ります。 

 

４）他部署などとの連携 

取付管の修繕工事では、道路事業と共同で行うことで工事の効率化を図り、コスト

縮減に努めます。   
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（３）市民との協働 

１）「見える下水道」の推進 

①広報機能及び情報公開の充実  

市民に分かりやすい情報を提供し、下水道を身近に感じ、より理解を深めることが

できるように、市のホームページや広報誌への下水道関連情報の充実を図ります。 

②インターネットによる情報提供の推進 

市民や関係者の方々が、インターネットを通じて、情報をいつでも入手できるよう

に、インターネットによる情報提供の推進を図ります。 

③広報関連イベント及び学習機会の充実 

広報関連イベントへの参加や学習機会の充実を図り、市民の下水道への関心・理解

が高まるように努めます。 

 

２）市民との連携  

①相談窓口の充実 

市民や関係者に対応する窓口を充実させ、相談しやすい環境を構築します。 

②市民と連携した取組の推進 

本市では、今後も下水道事業を推進していきますが、よりよく下水道を利用してい

ただき、下水道サービスを更に向上させるため、市と市民が連携した取組を進めてい

きます。 
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５．将来の事業環境 

５-１ 人口と水量の見通し 

５-１-１  行政人口・有収水量の見通し 

本市では、まちづくりの指針として、令和４年３月に「第７次府中市総合計画」を策定

し、後期基本計画（令和８～１１年度）を公表する方針です。 

その中では、本市の総人口の将来見通しを検討しており、下水道事業の経営戦略におい

ても、上位計画との整合を図る観点から、後期基本計画での推計値を基に、将来の各種人

口の推計を行っています。 

その結果、５０年後の令和５６年度（2074 年度）には、本市の行政人口は約２１万

5,000 人となり、令和５年度から約 4 万１,０００人減少する見通しです。 

また本市では、少数の未接続世帯が存在していることから、下水道に接続する水洗化人

口については、それを見込んだ設定としています。 

有収水量については、少量利用者からの排水量は水洗化人口の動向に連動する設定とし、

大量排水者からの排水量は、近年の動向も鑑み、将来も固定としています。 

総処理水量については、不明水等が含まれる水量の比率を実績から算定し、有収水量に

乗じて算定しています。 

 

図 ５-１ 行政人口・有収水量の見通し   
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５-１-２  使用料収入 

使用料収入については、現行の使用料体系を維持した場合、有収水量の減少に伴い、年々

減少し、５０年後には約 16 億円と、約３億円減少する見通しです。 

 

図 ５-２ 使用料収入の見通し 

 

５-２ 施設の見通し 

５-２-１  施策の実施 

（1）  老朽化対策の推進 

本市の管路施設は老朽化が進んでおり、今後も下水道としての機能を維持するために、

適宜改築・更新を推進することが必要となります。 

本市ではストックマネジメント計画を策定し、ライフサイクルコストの適正化、事業量

や事業費の平準化を図りながら事業を推進していきます。 

押立ポンプ場についても、機械・電気設備を中心に、劣化した施設の改築・更新を随時

実施していきます。 

（2）  施設の耐震化 

管路施設については、耐震性能を満たしていない管路施設について、可とう化＊等の耐

震化を実施します。 

（3）  雨水対策 

都市下水路について、改築事業を実施する必要があります。 

（4）  流域幹線の整備 

東京都の整備計画に基づき、整備に対する流域下水道建設・改良負担金を見込んでいま

す。   
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５-２-２  事業費の見通し 

（1）  建設改良費 

建設改良費は約１７～１８億円/年で推移する見通しです。建設改良費のうち、「老朽

化施設の更新」が大きな割合を占めており、老朽化対策が本格化する令和 9 年度以降、約

１３億円/年を見込んでいます。次いで「広域的な視点による汚水処理」が約３～４億円見

込んでいます。これは流域下水道建設負担金が主な支出となります。 

 

図 ５-３ 建設改良費の見通し 

 

表 ５-１ 計画期間における概算事業費 

施策名 内容 
概算事業費 

（R8～R17） 

老朽化施設の更新 

ストックマネジメント計画に基づく 

管渠及び押立ポンプ場における施設の

更新 

１２１億円 

地震対策 
総合地震対策計画に基づく耐震性能が

不足している施設への対策工事 
７億円 

雨水対策 都市下水路の改築 １億円 

広域的な視点による汚水処理 
流域下水道建設・改良負担金 

都への工事負担金 
３９億円 

合計  １６８億円 
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（2）  維持管理費 

下水道施設の維持管理費については、令和７年度予算額を基に、物価上昇等を加味して

算定しているのに加えて、一定の頻度で計画策定等の臨時的な支出を計上していることか

ら、時折支出が多い年度が発生します。また、流域下水道維持管理負担金については維持

管理負担金単価に処理水量を乗ずることにより算定していますが、維持管理負担金単価は

都の流域下水道の維持管理収支悪化により、令和 8 年度以降に市町村負担の見直しが検討

されているため、維持管理負担金単価を都が提示した 54.241 円（税込）に設定したもの

を見込んでいます。 

 

図 ５-４ 維持管理費の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）  資本費 

現有資産に対する減価償却費は今後減少するため、資本費は減少傾向になりますが、令

和９年度より管路施設の改築事業が本格化することに伴い減価償却費及び利息は増加する

見通しです。 

 

図 ５-５ 資本費の見通し   
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５-３ 執行体制の見通し 

今後は、老朽化対策等の様々な施策を遅滞なく実施するために、市内他部署や民間企業

等とも連携をしながら、下水道事業を遂行するための組織体制の強化を図ります。 

また下水道職員の減少による執行体制の弱体化に対し、国が推進する民間企業と連携し、

施設の管理・更新を一体的にマネジメントする官民連携手法である『ウォーターPPP』に

ついて導入を検討します。 
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６．投資・財政計画の策定 

６-１ 投資・財政計画の目的 

投資・財政計画は近年の社会情勢や本市下水道事業の実績・今後の予定等を考慮した収

支計画のことです。今回策定する投資・財政計画は、今後実施予定である老朽化対策、地

震対策、物価上昇等の財政負担を見据え、収入と支出のバランスを適切に保ち、事業運営

の安定性を確保するために必要な財源の方針を設定し、経営戦略における投資・財政計画

に反映することを目的としています。 

 

６-２ 投資・財政計画（現状維持） 

６-２-１ 収益的収支 

収益的収支における損益は令和１１年度まで黒字を維持しますが、その後維持管理費の

増加や長期前受金戻入の減少により、赤字に転じる見通しです。 

 

 

図 ６-1 収益的収支（現状維持）   
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６-２-２ 資本的収支 

令和９年度より管路施設の改築が本格化することから、建設改良費が増加します。建設

財源の多くは企業債で賄っており、資本的収支不足額は内部留保資金で賄います。 

内部留保資金残高は令和８年度までは微増傾向にありますが、その後は横ばい傾向とな

ります。 

 

図 ６-2 資本的収支（現状維持） 

６-２-３ 経費回収率 

汚水処理費は物価上昇や流域下水道維持管理負担金等の維持管理費の増加、支払利息等

の資本費の増加により今後増加することが見込まれますが、使用料収入は人口減少に伴い

減少傾向となる見通しです。そのため、経費回収率は令和７年度から１００％を下回り、

その後、年々低下していく見通しとなりました。 

 

図 ６-3 経費回収率（現状維持）  
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６-２-４ 企業債残高 

令和９年度以降改築事業が本格化することから、毎年度約１５億円の借入が見込まれま

す。借入額の増加により企業債残高も増加傾向となり、令和１７年度では約１８０億円と

なる見通しです。 

 

図 ６-4 企業債残高（現状維持） 

６-２-５ 一般会計繰入金 

基準内繰入金は主に雨水処理負担金や高度処理費＊等の公費負担分に対する繰入金であ

り、基準外繰入金＊は企業債償還金に対する繰入金です。将来的には減価償却費や企業債償

還金が増加することが想定されますが、「現状維持型」では一般会計繰入金１５億円の一

定額を見込んでいます。 

令和８年度から基準内・基準外繰入金の算定ルールを見直すことから、基準外繰入金が

増加しています。 

 

図 ６-5 一般会計繰入金（現状維持） 
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６-２-６ 経営面における課題 

現状維持型の投資・財政計画により、本市下水道事業の経営面における今後の課題を次

に示します。 

 

経費回収率の悪化 

経費回収率については、令和７年度以降、本来達成すべき水準である１００％を下回る

見込みです。経費回収率の悪化は、流域下水道維持管理負担金の増加が大きな要因です。

流域下水道維持管理負担金単価は、昭和５７年度以降、実質的に負担金単価を維持してき

ましたが、物価高騰の影響により単価を改定することが見込まれており、本市では収益的

支出の大きな割合を占めている流域下水道維持管理負担金の増加が、経費回収率の悪化に

繋がるものと想定されます。 

 

資金残高の不足 

資金残高についても、５０年後には残高が大きく不足し、事業の継続が困難となるとい

う結果になりました。経営戦略期間内では資金残高が不足することはありませんが、本市

下水道事業を安定的に持続していくためには、今後増加する建設事業費や企業債償還金等

に対する財源の確保が必要であると考えられます。 

 



37 

 

６-３ 投資・財政計画（収支改善） 

６-３-１  収支改善策 

前項の課題から、次の収支改善策を検討しました。 

 

対策①：下水道使用料の改定 

下水道使用料について検討するのにあたり、次の考え方に留意する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※経費回収率は私費（汚水処理費）が使用料収入でどのくらい賄えているかを示す。 

図 ６-6 雨水公費・汚水私費の原則の概念図 

 

流域下水道維持管理負担金等の増加に伴い、経費回収率は本来目指すべき１００％を下

回り、悪化していく見通しです。適正な費用負担の観点から、速やかに改善することが必

要であり、次の改定を見込むことにより計画期間において経費回収率１００％以上を維持

することができる見通しです。 

なお、一般的な下水道使用料改定の頻度は「３～５年」とされていますが、今回改定を

行う使用料体系は、中長期的な市民の負担を勘案して、令和１７年度までの１０年間適用

するものとします。 

 

表 ６-１ 下水道使用料改定の概要 

改定時期 改定率 

令和８年度 １９．６％ 

 

対策②：基金・積立金の取り崩し 

本市ではこれまでに将来の改築事業費に備え「府中市下水道施設改築基金」を積み立て

てきました。 

汚水に係る費用 

使用者の利便性向上に 
資する費用 

公共的役割に係る費用 
（水質の保全等） 

雨水に係る費用 

私費 

公費 

下水道使用料で負担する 

市費（一般会計繰入
金）で負担する 

①独立採算制の原則 

下水道事業は公営企業であり，その経営に必要な費用は原則として，経営に伴う収入

で賄うこととする「独立採算制の原則」が適用される。 

②雨水公費・汚水私費の原則 

浸水被害軽減効果は広く市民に及ぶほか，自然現象は原因者の特定が不可能であるこ

とから雨水処理費は公費負担が原則となる。一方で、便益を享受する利用者が特定され

る汚水処理に関する経費は、私費（下水道使用料）で回収することが原則となる。 
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また、令和２年度から公営企業会計に移行してからは、基金と平行して「積立金」を積

み立ててきました。 

これらの残高は令和６年度時点で約１０７億円になります。 

今後は令和９年度より本格化する管路施設の改築に充当するため、企業債の増加が見込

まれることから、企業債の借入額の抑制を目的に基金・積立金の取り崩しを行うものとし

ました。 

管路施設の改築が本格化する令和９年度以降、企業債の借入額は毎年度約１２億円程度

となる見通しであり、借入額を半減させることを想定し、毎年度６億円ずつ、基金・積立

金を取り崩す方針です。 

ただし、緊急性を要する大規模な改築事業に着手する必要が生じた場合には、基金・積

立金を活用し柔軟に対応します。 

 

対策③：一般会計繰入金の見直し 

下水道事業に係る維持管理費と資本費（支払利息、減価償却費など）についての財源の

考え方は以下のとおりです。汚水処理費については、下水道使用料で賄うことが原則です

が、一部費用については、総務省が定める『繰出基準＊』に基づき、一般会計で負担する

ことが認められています。 

 

図 ６-7 一般会計繰入金の考え方 

 

これまでは、年当り１５億円前後を推移していましたが、改築事業の本格化に伴い、従

前の設定では財源が不足することが想定されています。今後は、一般会計で負担する額が

増大する見通しです。 

 

これらの対策を盛り込んだ投資・財政計画（収支改善）における各項目の動向を次頁よ

り整理します。また、作成した投資・財政計画及び原価計算表を表 ６-２から表 ６-４に

費
用 

財
源 

下水道使用料 
ａ ｂ 

一般会計繰入金 ほか 
（公費負担分） 

使用料対象経費 

汚水処理費 雨水処理費 

下水道事業費用（維持管理費 + 資本費） 

国から通知される「繰出基準」に基づき繰入
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示します。 

６-３-２  収益的収支 

下水道使用料の改定や一般会計繰入金の設定を見直すことで、必要経費分の繰入が可能

となり、損益は黒字を維持することができる見通しです。 

 

図 ６-8 収益的収支（収支改善） 

 

６-３-３  資本的収支 

企業債の借入額が抑制されたことにより、資本的収入が減少しました。資本的収入の減

少分は基金及び積立金である内部留保資金を活用し補填するため、現状維持の投資・財政

計画に比べ内部留保資金残高は減少する見通しです。 

 

図 ６-9 資本的収支（収支改善）   
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６-３-４  経費回収率 

令和８年度に下水道使用料の改定を行うことで、経費回収率は１００％以上を維持する

ことができる見通しです。 

 

図 ６-10 経費回収率（収支改善） 

 

６-３-５  企業債残高 

今後の建設事業費の財源は企業債が大きな割合を占めているため、将来世代への負担が

大きくなることが予測されます。また、多額の企業債は支払利息が増加し、経営面への負

担も増加するため、経営改善に向けて基金及び積立金を取り崩すことで企業債の借入額を

抑制する方針としました。 

企業債の取り崩しについては、令和９年度より管渠の改築事業が本格化することから、

その財源として６億円/年取り崩す方針としました。これにより計画期間内において、企業

債借入額を５４億円削減することができる見通しです。 

 

図 ６-11 企業債残高（収支改善） 
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６-３-６  一般会計繰入金 

収支改善策より総務省の「繰出基準」に基づく額を繰り入れますが、当面は現行と同規

模の繰入額を維持することができる見通しです。 

しかしながら、令和１８年度以降は、減価償却費や支払利息の増加に伴い、基準内繰入

金は増加する見通しです。 

 

図 ６-12 一般会計繰入金（収支改善） 
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表 ６-２ 投資・財政計画（収支改善）(1/2) 

 （単位：千円・税抜，％）

年　　　　　　度 令和６年度 令和７年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 予 算 ）

１． (A) 2,876,824 2,919,023 3,336,637 3,446,476 3,446,458 3,494,523 3,490,633 3,490,726 3,483,867 3,476,199 3,468,135 3,529,903

(1) 1,858,081 1,845,483 2,035,024 2,220,961 2,216,537 2,216,974 2,217,417 2,221,283 2,215,426 2,214,430 2,213,434 2,217,282

(2) (B) 0 6,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) 1,013,572 1,061,554 1,296,237 1,220,139 1,224,545 1,272,173 1,267,840 1,264,067 1,263,065 1,256,393 1,249,325 1,307,245

(4) 5,171 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376

２． 1,880,240 1,784,251 1,820,571 1,751,693 1,666,165 1,488,119 1,329,211 1,245,923 1,162,947 1,033,806 952,775 870,055

(1) 18,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 0 0 19,934 19,934 19,934 19,934 19,934 19,934 19,934 19,934 19,934 19,934

(3) 1,854,289 1,766,158 1,800,434 1,731,556 1,646,028 1,467,982 1,309,074 1,225,786 1,142,810 1,013,669 932,638 849,918

(4) 7,951 3,093 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203

(C) 4,757,064 4,703,274 5,157,208 5,198,169 5,112,623 4,982,642 4,819,844 4,736,649 4,646,814 4,510,005 4,420,910 4,399,958

１． 4,337,382 4,493,217 4,564,648 4,595,784 4,379,249 4,283,966 4,318,317 4,123,499 3,983,699 3,879,423 3,819,746 3,892,751

(1) 140,839 151,125 155,561 159,993 164,428 168,860 173,292 174,803 176,316 177,826 179,339 180,850

59,540 63,763 65,634 67,504 69,375 71,245 73,115 73,753 74,391 75,028 75,666 76,304

81,299 87,362 89,927 92,489 95,053 97,615 100,177 101,050 101,925 102,798 103,673 104,546

(2) 2,024,114 2,265,117 2,417,117 2,490,066 2,464,620 2,534,302 2,645,607 2,535,635 2,537,829 2,516,192 2,539,322 2,643,196

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183,388 134,003 145,937 149,911 153,886 157,861 161,836 163,255 164,675 166,095 167,514 168,934

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,840,726 2,131,114 2,271,180 2,340,155 2,310,734 2,376,441 2,483,771 2,372,380 2,373,154 2,350,097 2,371,808 2,474,262

(3) 2,172,429 2,076,975 1,991,970 1,945,725 1,750,201 1,580,804 1,499,418 1,413,061 1,269,554 1,185,405 1,101,085 1,068,705

２． 119,870 187,473 84,221 95,964 118,039 141,676 165,256 186,982 209,166 230,930 251,135 270,883

(1) 52,543 65,403 84,221 95,964 118,039 141,676 165,256 186,982 209,166 230,930 251,135 270,883

(2) 67,327 122,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 4,457,252 4,680,690 4,648,869 4,691,748 4,497,288 4,425,642 4,483,573 4,310,481 4,192,865 4,110,353 4,070,881 4,163,634

(E) 299,812 22,584 508,339 506,421 615,335 557,000 336,271 426,168 453,949 399,652 350,029 236,324

(F)

(G) 2,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) △ 2,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297,402 22,584 508,339 506,421 615,335 557,000 336,271 426,168 453,949 399,652 350,029 236,324

(I)

(J) 2,716,876 1,978,915 2,471,510 2,030,993 2,039,689 2,035,160 1,901,321 1,981,149 1,953,756 1,936,782 1,890,295 1,773,904

256,347 254,456 241,155 274,840 277,666 282,330 278,874 281,330 280,992 278,423 278,365 278,867

(K) 1,200,078 692,003 866,806 1,045,226 1,055,337 1,081,072 1,096,722 1,088,911 1,103,206 1,106,667 1,132,669 1,162,866

289,884 288,445 294,710 283,623 286,293 296,248 298,173 297,284 307,589 316,134 333,709 340,737

910,194 403,558 572,096 761,603 769,044 784,824 798,549 791,627 795,617 790,533 798,960 822,129

( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 2,876,824 2,912,413 3,336,637 3,446,476 3,446,458 3,494,523 3,490,633 3,490,726 3,483,867 3,476,199 3,468,135 3,529,903

(N)

(O)

(P)

受 託 工 事 収 益

営 業 外 収 益

料 金 収 入

そ の 他

令和８年度

営 業 収 益

令和9年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

経 費

動 力 費

修 繕 費

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

収 入 計

そ の 他

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

他 会 計 負 担 金

収

益

的

収

入

特 別 損 益 (F)-(G)

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

収

益

的

収

支

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

特 別 損 失

収

益

的

支

出

）

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る

解 消 可 能 資 金 不 足 額
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た

事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定し

た 資 金 不 足 比 率
(（N）/（P）×100)

雨 水 処 理 負 担 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定し

た 資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地方財政法による資金不足の

比 率
(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た

資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100
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表 ６-３ 投資・財政計画（収支改善）(2/2) 

 

（単位：千円・税込）

年　　　　　度 令和６年度 令和７年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 予 算 ）

１． 722,500 849,000 616,866 1,021,037 1,074,321 1,073,418 1,014,637 1,050,777 1,050,777 1,010,120 1,010,120 1,014,637

２．

３． 0 0 138,916 141,855 135,480 135,733 140,903 143,546 144,260 151,587 158,366 100,053

４． 386,428 338,446 44,913 118,072 120,041 72,160 71,323 72,453 72,741 72,086 72,375 72,768

５．

６． 43,450 115,250 12,157 4,469 4,469 85,587 84,173 86,633 86,633 83,865 83,865 84,173

７．

８． 228 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９．

(A) 1,152,606 1,302,996 812,852 1,285,433 1,334,311 1,366,898 1,311,036 1,353,409 1,354,411 1,317,658 1,324,726 1,271,631

(B)

(C) 1,152,606 1,302,996 812,852 1,285,433 1,334,311 1,366,898 1,311,036 1,353,409 1,354,411 1,317,658 1,324,726 1,271,631

１． 929,574 1,265,247 713,068 1,830,123 1,887,751 1,888,291 1,826,831 1,867,357 1,867,881 1,823,408 1,823,933 1,829,458

37,390 39,847 41,016 42,185 43,354 44,522 45,691 46,090 46,488 46,887 47,285 47,684

２． 292,933 289,884 288,445 294,710 283,623 286,293 296,248 298,173 297,284 307,589 316,134 333,709

３． 9,147 30,355 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

４． 300,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 1,531,654 1,635,586 1,003,313 2,126,633 2,173,174 2,176,384 2,124,879 2,167,330 2,166,965 2,132,797 2,141,867 2,164,967

(E) 379,048 332,590 190,461 841,200 838,863 809,486 813,843 813,921 812,554 815,139 817,141 893,336

１． 332,810 261,053 130,661 85,802 78,405 52,000 61,740 58,460 57,072 63,388 65,369 141,125

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３．

４． 46,238 71,537 59,800 755,398 760,458 757,486 752,103 755,461 755,482 751,751 751,772 752,211

(F) 379,048 332,590 190,461 841,200 838,863 809,486 813,843 813,921 812,554 815,139 817,141 893,336

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 5,244,440 5,803,556 6,131,977 6,858,304 7,649,002 8,436,127 9,154,516 9,907,120 10,660,613 11,363,144 12,057,130 12,738,058

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和６年度 令和７年度

区　　　　　分 （ 予 算 ） （ 予 算 ）

1,013,572 1,061,554 1,316,171 1,240,073 1,244,479 1,292,107 1,287,774 1,284,001 1,282,999 1,276,327 1,269,259 1,327,179

1,013,572 1,061,554 1,316,171 1,240,073 1,244,479 1,292,107 1,287,774 1,284,001 1,282,999 1,276,327 1,269,259 1,327,179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

386,428 338,446 183,829 259,927 255,521 207,893 212,226 215,999 217,001 223,673 230,741 172,821

386,428 338,446 44,913 118,072 120,041 72,160 71,323 72,453 72,741 72,086 72,375 72,768

0 0 138,916 141,855 135,480 135,733 140,903 143,546 144,260 151,587 158,366 100,053

1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

令和17年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和８年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

計

そ の 他

令和14年度 令和15年度 令和16年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ

れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

固 定 資 産 購 入 費

基 金 造 成 費

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に

不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和9年度令和８年度
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表 ６-４ 原価計算表 

 

供用開始年月日 昭 和 48 年 4 月

処理区域内人口
260,758人

(令和6年度末値）

計算期間 自　令和8年4月　至　令和18年3月

（10年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

1,858,081 21,988,768 21,988,768

0

2,898,983 25,996,054 25,996,054

4,757,064 47,984,822 0 47,984,822

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0

諸 手 当 0

福 利 費 0

66,236 599,786 51,518 548,268

0

0

87,878 1,396,736 119,971 1,276,765

1,905 113,294 9,731 103,563

156,019 2,109,816 181,220 1,928,596

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

2,048 99,924 99,924

0

0

7,697 0

2,607 118,524 118,524

12,352 218,448 0 218,448

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

給 料 14,344 184,597 184,597

諸 手 当 23,033 425,797 425,797

福 利 費 5,440 76,564 76,564

953,710 13,497,401 13,497,401

3,603 18,428 18,428

352,553 3,147,325 3,147,325

1,352,683 17,350,112 0 17,350,112

27,063 848,346 848,346

149,308 648,212 648,212

0 75,187 75,187

176,371 1,571,745 0 1,571,745

1,697,425 21,250,121 181,220 21,068,901

0

21,068,901

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 104.40%

使 用 料 (X)

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

管
渠
費

人
件
費

給 料

修 繕 費

材 料 費

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

人
件
費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

委 託 料

そ の 他

小 計

処
理
場
費

人
件
費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

委 託 料

そ の 他

小 計

小 計

一

 

般

 

管

 

理

 

費

人
件
費

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

そ の 他

小 計

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

企 業 債 取 扱 諸 費

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋（ Z ）
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６-４ 投資・財政計画に未反映の取り組み 

投資・財政計画に未反映の取り組みについて、次のとおりに整理します。 

 

●今後の投資についての考え方 

項目 内容 

広域化・共同化・最適化に関す

る事項 

・維持管理や事業運営等について、都や周辺市との連携の可

能性を検討していきます。 

・大規模事故や災害等に備えたリダンダンシー(冗長性)の確

保について、都等との連携を検討します。 

投資の平準化に関する事項 

・ストックマネジメント計画に基づき保有施設全体を対象に

長期的な視点で改築・修繕を一体的に管理することで、単

純改築と比較して事業費の平準化を図ります。 

・取付管修繕工事では道路事業と共同で実施することで、事

務手続き及び工事の効率化を図りコスト縮減に努めます。 

民間活力の活用に関する事項 
・新たな官民連携方式であるウォーターPPP について、積極

的な導入を検討します。 

 

●今後の財源についての考え方・検討状況 

項目 内容 

使用料の見直しに関する事項 

・５年に１回の経営戦略見直しに合わせて、本市下水道事業

の経営状況や社会情勢等を踏まえながら、下水道使用料の

改定について検討を行います。 

資産活用による収入増加の取

り組みについて 

・これまでに積み立てた基金を運用することで、利息収入を

確保し収入増加を図ります。 

その他 
・企業債残高の規模等、今後の建設財源の適正な在り方につ

いて検討を進めていきます。 
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●投資以外の経費についての考え方 

項目 内容 

民間活力の活用に関する事項 

・本市ではウォーターPPP の導入を検討しています。今後は

導入による効果を検証し、本市にとって最適なスキームを

検討します。 

職員給与費に関する事項 

・今後は管路施設の老朽化対策が本格化し、改築需要が多く

なることが予想されるため、人員の適正化、執行体制の確

保を図ります。 

修繕費に関する事項 

・ストックマネジメント計画に基づき、計画的な修繕を実施

することで、予防保全型維持管理を図りライフサイクルコ

ストを低減します。 

・本市は人口が微増傾向にあり、開発に伴う新設管を布設

していますが、劣化が進行し機能していない管渠やほと

んど使用されていない管渠などは撤去する等、資産を適

切に管理することで維持管理費の削減を図ります。 

委託費に関する事項 

・委託業務に応じて、ウォーターPPP に包含することを検討

し、スケールメリットと民間のノウハウの活用により費用

の縮減を図ります。 
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計画の見直し 

施策の評価 

計画の策定 

施策の実施 

７．事後検証、改定等に関する事項 

（1）  経営戦略の見直しについて 

経営戦略は、計画を策定したことをもって終わりというものではなく、毎年度進捗管理

（モニタリング）を行うとともに、３～５年ごとに見直し（ローリング）を行い、ＰＤＣ

Ａサイクル＊を働かせることが必要とされています。 

本市おいても、毎年度、投資・財政計画の計画値と実績の乖離を検証し、将来予測方法

や収支ギャップの解消に向けた取り組み等を精査し、５年に１度、計画見直しを実施する

方針とします。 

 

 

（2）  下水道使用料改定について 

本計画では、経費回収率１００％の達成を目標とした下水道使用料の改定を見込んでい

ます。改定により、計画期間（令和８年度～令和１７年度）において経費回収率１００％

以上を維持する見通しですが、下水道使用料改定では５年に１度の改定が望ましいとされ

ているため、財政状況の検証に基づき５年ごとに下水道使用料の改定の必要性を検討しま

す。 

 

 

 

 

Action Plan

DoCheck
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８．経費回収率向上に向けたロードマップ 

８-１ 数値目標とロードマップ設定の経緯 

国土交通省より、「社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の運用につい

て」（令和２年３月 31 日 国水下事第 56 号）が発出されました。同通知に基づき、経

費回収率の向上に向けたロードマップを設定します。 

 

８-２ 数値目標の設定 

経営改善に向けて設定する数値目標は以下のとおりです。 

この数値目標を目安として、実績と比較し、乖離している場合にはその要因を検証し、

次期経営戦略に反映します。 

 

表 ８-１ 数値目標の設定 

項目 
令和７年度 

（現況） 
令和１２年度 

令和１７年度 

（経営戦略・ 

最終年度） 

①経費回収率 ９８．４％ １０２％以上 １００％以上 

 

 

図 ８-1 経費回収率の見通し 
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８-３ 経営健全化に向けたロードマップ 

経営健全化に向けたロードマップとは経営戦略で位置付けた経営健全化に向けた各種

取り組みの具体的な実施スケジュールについて位置付けるものです。 

本市下水道事業の経営健全化に向けたロードマップは表 ８-２のとおりです。 

 

表 ８-２ 経営健全化に向けたロードマップ 

 

 

年度
項目 R17

各種コスト縮減

下水道使用料

R12 R13 R14 R15 R16

経営戦略

R7 R8 R9 R10 R11

改定

改定検証 検証

適宜検討（業務効率化等）

協議会に
よる検証

検証 改定

検証
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用語集 

用語 内容 

あ行 

一般
いっぱん

会計
かいけい

繰入金
くりいれきん

 一般会計から公営企業会計に繰り入れられる資金のこと。 

ウォーター
う ぉ ー た ー

P P P
ぴーぴーぴー

 水道・工業用水道・下水道事業における官民連携方式のひと

つで、施設の更新や維持管理を一体的にマネジメントする。 

公共施設の建設や維持管理等を行政と民間が連携して行う

ことで、民間のノウハウや創意工夫を活用し、効率的な運営や

財政負担の軽減を目指す仕組み。 

汚水
お す い

処理費
し ょ り ひ

 汚水の処理をするために必要な維持管理費及び資本費。 

か行 

可
か

とう化
か

 物体が柔軟であり、折り曲げることが可能な性質を指す。特

に管きょにおいては、地震や地盤の変動に対する耐性を高める

ために使用される。 

例えば、下水道管の接続部を可とう化することで、地震時の

揺れを吸収し、破損や漏水を防ぐことができる。 

管渠費
か ん き ょ ひ

 管きょ（下水を収集し、排除するための配水管、一般的に言

われる「下水管」）の維持補修に要する経費。修繕費（マンホ

ール蓋の高さ調整など）、雨水幹線や汚水管のしゅんせつ委託

料などが計上される。 

企業債
きぎょうさい

 公営企業の財源に充てるための地方債。地方債とは、地方公

共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによ

って負担する債務で、その履行が一会計年度を超えて行われる

もの。 

企業債
きぎょうさい

残高
ざんだか

 発行した企業債の総額から、これまでに返済された金額を差

し引いた残りの金額をこと。 

企業債
きぎょうさい

償 還
しょうかん

金
きん

 発行した企業債の元金や利息を返済するために必要な金額

のこと。 

基金
き き ん

造成費
ぞ う せ い ひ

 基金を積み立てる際に必要となる費用のこと。 

基準外
きじゅんがい

繰入金
くりいれきん

 一般会計繰入金のうち、国が定めた繰出基準によらない政策的

経費、地方公営企業の事業収入で経費を賄い切れない部分を補

填するために繰り入れられる負担金や補助金。 

基準内
きじゅんない

繰入金
くりいれきん

 一般会計繰入金のうち、国が定めた繰出基準に基づいて繰り

入れられる負担金や補助金。 

行 政
ぎょうせい

人口
じんこう

 地方自治体が行政運営を行う上で基準として用いる人口。 

国
くに

・都
と

補助
ほ じ ょ

金
きん

 特定の事業や活動に対して、国や都道府県が財政的な支援を

行うために交付する資金のこと 

繰
くり

出
だし

基準
きじゅん

 地方公営企業法等の規定による一般会計と公営企業会計と

の間の経費の負担区分の原則等に基づき、公営企業に繰り入れ
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られる他会計からの繰出金の基準のこと。基準にないものを基

準外繰入金という。 

減価償却費
げんかしょうきゃくひ

  時の経過により価値の減っていく資産（減価償却資産）の取

得に要した経費を、その資産の使用可能期間にわたり分割して

経費とすること。 

建設
けんせつ

改 良
かいりょう

積立金
つみたてきん

残高
ざんだか

 将来の建設事業や施設の改良・更新に備えて積み立てた資金

のうち、現在残っている金額（残高）のこと 

建設
けんせつ

改良費
かいりょうひ

 固定資産の新規取得又はその価値の増加のために要する経

費のこと。 

広域化
こ う い き か

・共同化
きょうどうか

 複数の自治体や団体が連携・協力して、下水道施設の維持管

理等を効率的かつ効果的に実施する仕組みや取り組みのこと。 

公営
こうえい

企業
きぎょう

会計
かいけい

 現金の収支の有無にかかわらず経済活動の発生という事実

に基づき、その発生の都度記録し、整理する発生主義会計方式。 

高度
こ う ど

処理費
し ょ り ひ

 通常の下水処理に加えて、窒素やリンの除去などの高度処理

を行うために必要な費用のこと。 

高度処理は、処理場から処理水を放流する公共用水域で、厳

しい水質基準が設定されている場合など必要となる。 

固定
こ て い

資産
し さ ん

購入費
こうにゅうひ

 取得した資産に関連する支出で、会計上の処理や減価償却に

影響を与える。 

さ行 

支払
しはらい

利息
り そ く

 資金を借り入れた際に発生する利子や利息のこと。 

資本
し ほ ん

勘 定
かんじょう

職 員
しょくいん

 公営企業や地方自治体における財務管理や会計業務を担当し、

特に資本的収支の管理に関与します。 

資本的
し ほ ん て き

支出
ししゅつ

 資産を取得・建設・改良・更新するために行う支出のこと。

これは、将来にわたって利益や価値を生み出す資産を増加させ

るための支出であり、通常、長期的な投資として扱われる。 

資本的
し ほ ん て き

収 入
しゅうにゅう

 資産の取得や建設、改良などの資本的支出を賄うために得る

収入のことを指します。これは、通常の事業運営や日常的な活

動から得られる収入（経常的収入）とは異なり、長期的な投資

や資産形成が目的となる。 

資本費
し ほ ん ひ

 減価償却費、企業債等支払利息及び企業債取扱諸費。 

収益的
しゅうえきてき

支出
ししゅつ

 費用が発生するものすべてについて予定計上すること。 

収益的
しゅうえきてき

収 入
しゅうにゅう

 収益が発生するものすべてについて予定計上すること。 

受益者
じゅえきしゃ

負担
ふ た ん

金
きん

 都市計画区域内において、下水道事業による利益を受ける方

に、事業に要する費用の一部を負担していただく仕組み。 

処理
し ょ り

区
く

域内
いきない

人口
じんこう

 汚水処理施設が整備されている区域（処理区域）に居住して

いる人口。 

水洗化
す い せ ん か

人口
じんこう

 公共下水道の供用が開始された区域内の土地において、排水

設備を設置して公共下水道に接続し、その土地の下水を公共下
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水道に流入させている人口。 

ストックマネジメント
す と っ く ま ね じ め ん と

計画
けいかく

 

施設（ストック）を適切に維持管理し、長期的にその機能を

持続させるための計画。特に、老朽化が進むインフラや公共施

設の維持・更新に関する課題に対応するために策定される。 

全体
ぜんたい

計画
けいかく

人口
じんこう

 下水道全体計画において、将来の対象地域全体の人口を設定

ものを指す。この人口は、計画の基礎データとして使用され、

施設の規模や整備計画を策定する際の指標となる。 

総係費
そうかかりひ

 特定のサービスに直接結びつかない間接的な費用のこと。 

損益
そんえき

勘 定
かんじょう

職 員
しょくいん

 組織において損益計算や財務管理に関わる業務を担当する

職員。 

た行 

他
た

会計
かいけい

負担
ふ た ん

金
きん

 会計処理において、ある特定の会計（部門や事業）から別の

会計に対して負担金として支出される金額のこと。 

地方
ち ほ う

公営
こうえい

企業法
きぎょうほう

  地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事す

る職員の身分取扱い等を定めた法律。この法律を適用した上下

水道事業等の公営企業は、民間企業の簿記に準じた会計方式の

採用が必要となる。 

長期
ちょうき

前受金戻入
まえうけきんれいにゅう

 企業会計において、過去に受け取った前受金（将来の収益に

対応する金額）を、一定の期間が経過した後に収益として計上

する処理を指す。 

D
デジタル

X
トランスフォーメーション

 デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、

組織文化、顧客体験を根本的に変革すること。 

同規模
ど う き ぼ

自治体
じ ち た い

 地方自治体の経営指標や財政状況を比較・分析する際に、人

口規模や財政規模が類似している自治体を指す。この比較は、

自治体の財政運営や経営状況を客観的に評価し、課題を明確に

するために行われる。 

取付管
とりつけかん

 下水道において、個別の建物や敷地（家庭や事業所など）か

ら排水を公共下水道に接続するための管のこと。 

な行 

内部
な い ぶ

留保
りゅうほ

資金
し き ん

 事業活動を通じて得た利益のうち、外部に支出せず、企業内

部に留保（蓄積）している資金を指す。この資金は、企業の将

来の投資や運転資金、リスク対応などに活用される。 

は行 

P D C A
ぴーでぃーしーえー

サイクル
さ い く る

 Plan（計画）⇒Do（実行）⇒Check（評価）⇒Action（改

善）】の一連のプロセスを繰り返し行うことで、業務の改善や

効率化を図る手法。 

P P P
ぴーぴーぴー

/
／

P F I
ぴーえふあい

  PPP（Public Private Partnership）とは、公共施設等の建

設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、

民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効
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率化等を図るものである。 

PFI（Private Finance Initiative）は PPP の方式の一つで

あり、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経

営能力及び技術能力を活用して行う手法である。 

や行 

有
ゆう

収
しゅう

水量
すいりょう

 処理した汚水のうち、下水道使用料収入の対象となる水量。 

ら行 

ライフサイクルコスト
ラ イ フ サ イ ク ル コ ス ト

 製品や設備、建物などの導入から廃棄・解体に至るまでの全

期間にかかる費用の総額のこと。単に購入時の初期費用だけで

なく、運用・維持管理・修理・廃棄などにかかる費用を含めて

評価する考え方。 

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

建設
けんせつ

負担
ふ た ん

金
きん

 流域下水道により利益を受ける市町村が負担する、流域下水

道の建設に関する費用。 

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

維持
い じ

管理
か ん り

負担
ふ た ん

金
きん

 

流域下水道により利益を受ける市町村が負担する、流域下水

度の維持管理に関する費用。 

 


